
・ＪＲ東日本中央本線の東京方面への早朝特急運行は、本県が東京への通勤・通学圏内となり、

進学や就職などを契機とした人口流出に歯止めをかけるものとして、県もかねてより要望。

・令和７年３月～、ＪＲ東日本は早朝特急「かいじ７０号」を平日の臨時列車として運行開始。

甲府駅 5:40発→（石和温泉5:45 山梨市5:50 塩山5:54 大月6:16）→新宿 7:30着 東京7:45着

・令和８年６月時点で、同９月末までの運転が決まっている。

・県は、早朝特急の定期運行化を実現し、転出の抑制や移住・定住につなげるため、

令和８年４月～新たに県外通学者を対象とした特急券補助制度を開始。

・現在本制度を活用し、６市町に補助事業を実施いただいているところ。

早朝特急運行について

県による特急券補助制度について

【対象者】

・県の通学定期券補助制度（※）の対象者に該当する者

・令和８年４月１日以降に特急を利用して県外の大学等へ

通学する者で、早朝特急を月１０回以上利用する者

※１人当たり月２０回を上限とする

制度概要

＜県補助率＞
市町村負担額の１/２

（※）平成２９年度～県外通学者への通学定期券補助事業を実施中。今年度は１１市町が実施。
（補助率：市町村負担額の１/２、１市町村当たりの限度額３，５００千円）
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